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農地の利用集積の促進に関する事業について 

 

 平成 25 年における「秋のレビュー」の指摘事項に対する各

府省の対応状況（平成 26 年 11 月 6 日時点）【簡略抜粋版】 

・農地の利用集積の促進に関する事業 

 平成 26 年行政事業レビューシート 

・担い手への農地集積推進事業 

・農地中間管理機構による集積・集約化活動 

・農地保有合理化促進対策費交付金 

 政策体系図 

 平成 26 年度実施施策に係る政策評価の事前分析表（抜粋） 
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24,00024,000-

単位

単位当たり
コスト 32.5

34.5(暫定値)
9月把握予定

経営転換協力金を活用する農家戸数

活動実績

当初見込み

成果実績②

目標値②
ha

単位当たり
コスト

26年度見込

千円／
10a

24年度 25年度

前年度から繰越し - - -

-                            

成果実績①

算出根拠

執行額÷交付対象面積

単位

1,706百万円
/5,249ha

3,756百万円

/10,891ha(暫定値)
9月把握予定

-

6,500                      

百万円
/ha

-

-

6,500                      

9,287(暫定値)
9月把握予定

6,500

計算式

戸

達成度

事業番号 0099

担い手への農地集積推進事業（農地集積協力金） 担当部局庁 経営局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成24年度～平成25年度 担当課室 農地政策課

農地政策課長
渡邊　毅

事業名

会計区分 一般会計 政策・施策名
農業の持続的な発展

⑥優良農地の確保と有効利用の促進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する計画、
通知等

-

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　今後５年間に高齢化等で大量の農業者が急速にリタイアすることが見込まれる。
　このため、地域での話し合いを通じた合意形成により、認定農業者等の地域の中心となる経営体への農地の利用集積を促進することを通
じ、「平成の農地改革」を強力に推進し、持続可能な力強い農業構造を目指す。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　集落・地域での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連坦化が円滑に進むようにするため、人・
農地プランを定めた市町村において、市町村等が農地集積に協力する者に対して農地集積協力金を交付。
（単価：経営転換協力金、0.5ha以下：30万円/戸、0.5ha超2.0ha以下：50万円/戸、2.0ha超：70万円/戸）（分散錯圃解消協力金：5千円/10a）
※平成25年度より、基金として事業実施。
（基金に関する事項）
基金設置年度：平成25年度、運用形態：取崩し型、事業形態：補助・補てん

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度（基金） 26年度

- -

計

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 -                            6,500                                            6,500

補正予算 -

予備費等 - - -

翌年度へ繰越し - -

11月把握予定

執行率（％） - 28%
100%
(58%)

単位 23年度 24年度

- 19

- 4,476

％

ha
目標値①

目標値
（　　年度）

①農地利用集積円滑化事業による集積面積
②経営転換協力金により年間2.4万haの農地を集積

- 39,520

成果指標

39(暫定値)
9月把握予定

11月把握予定

23年度 24年度

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

- 79

25年度

25年度

- 50,000 50,000

12,000

- 3,614 8,084

23年度

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 26年度活動見込

- 12,000

計

本事業については、平成25年度限りで廃止し、平成26年度においては、農地の中間
受け皿となる公的機関（都道府県段階の農地中間管理機構）による農地集積・集約化
活動のうち「機構集積協力金交付事業」として実施。

（農林水産省）　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算

内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

執行額 -                            1,837                      
(3,756)

（）は基金からの執行額
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事業番号0099

所管府省・部局名

本事業は25年度限りとし、新たに、農地中間管理機構による集積・集約化活動の農地集積・集約化対策事業のうち「機構集積協力金」として
事業を実施し、①農地中間管理機構事業として機構が農地を借り受け、担い手のニーズに合うようにまとまった形にして貸付ができる仕組
みとした。
②また、機構への農地の出し手に対する支援では、経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付要件から「人・農地プラン」を除いた。

改善の
方向性

【費目・使途が事業目的に即し必要なものである理由】
経営転換協力金により8084戸の農家がリタイア等に踏
み切り、担い手への農地の利用集積に協力した。また、
分散錯圃解消協力金によりP1,604haで分散を解消し、担
い手の農地が連坦化された。

【活動実績が見込みを下回った理由】
当初見込みを下回る活動実績となったが、これは人・農
地プランの作成が農地の利用集積に係る部分まで進ま
なかったこと等により交付申請件数が見込みを下回った
ため。今後、地域での検討が進むことにより見込みとの
差は解消されるものと見込まれる。

関連する過去のレビューシートの事業番号

行政事業レビュー推進チームの所見

我が国の農業は、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の
拡大などの課題に直面しており、地域での話し合いを通
じた合意形成等により地域の中心となる経営体への農
地集積を促進することが必要。
本事業により、農地の出し手に対する支援として農地を
出すことへの踏切を支援することは、上記の目的に有効
であり、国民のニーズに沿ったものである。

外部有識者の所見

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

秋のレビューにおける「実施期限を切って集中的に実施する、借り手が確定した時点で協力金を交付する、民・民の相対取引に貸しはがし等の影響を与えるこ
とのないような形で実施するなどの条件付きで存続させるべきではないか。」との指摘により、H26年度より機構集積協力金における個々の出し手に対する支援
については、事業期間を５年間と区切って実施するとともに、借入れた農地が受け手に貸し付けられた時点で交付することとし、これにより、集約されない農地
に対しては交付金が支払われない仕組みとした。
農地集積協力金については、平成23年のアンケート調査によれば、農業後継者がいない世帯のうち約８割が他人に農地を利用させる意向がないことから、地
主に対し農地を担い手へ貸し付けるよう誘導するためにはインセンティブとして措置が必要。
【基金の保有割合】
　本事業は平成25年度で終了しており、基金残額については平成26年度中に全額国庫返納の予定。
【基金の終了予定時期】
　事業終了：平成25年度、基金の廃止予定時期：平成26年度

本事業における活動実績「経営転換協力金を活用する農家戸数」が当初の見込みを下回っている。以上のことから、「活動が活性化するような
支援方策の見直し」を行うべきであった。本事業は、平成25年度に終了した事業である（現状通り）。今後とも、無駄なく効率的に実施できるよ
う、事業の点検、検証に努めること。

平成25年度限りで終了。平成26年度より、農地中間管理機構による集積・集約化活動のうち「機構集積協力金交付事業」として実施するが、所
見を踏まえた執行に努める。

○

-

事
業
の
効
率
性

事業番号

○

△

事
業
の
有
効
性

国
費
投
入
の

必
要
性

重
複
排
除

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

○

-

○

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

現
状
通
り

点検結果

本事業の25年度の執行率(基金からの執行額ベース)は58％と、24年度の28%より30ポイント向上した。この要因としては、土地利用型作物に
加え、樹園地、野菜畑等を交付対象に追加したこと、交付要件である「人・農地プラン」の作成が進んだことが考えられる。一方で、確実に執
行率は向上しているものの、活動指標「経営転換協力金を活用する農家戸数」は当初の目標を下回る結果となった。これは、
①農地利用集積円滑化事業の活用を交付要件としているが、相対取引ではマッチングに限界があること
②「人・農地プラン」の作成については、全ての作成予定地域（25年度3月で82%）で実施されていないこと
から、25年度の実績はこの程度にとどまったものと考えられる。

類似事業名

0110

備考

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

-

平成25年平成24年新24-0019

-単位当たりコストの水準は妥当か。

-

0143

点
検
・
改
善
結
果

平成23年

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

受益者との負担関係は妥当であるか。

事業所管部局による点検・改善

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

現
状
通
り

○

○

○今後とも、事業の点検、検証に努め、効率的な事業の構築に努めること。
○無駄なく効率的な事業執行に努めること。

評　価項　　目

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

3



事業番号0099

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

農地集積協力金交付事業資金
H25期首残高　0百万円

H25期末残高　2,744百万円
（うち国費相当額　2,744百万円）

Ａ．全国農業会議所

【収入】
補助金　6,500百万円

　　計　　6,500百万円

【支出】
補助金3,756百万円

　　計  3,756百万円

農林水産省

6,500百万円

道府県に対
する補助金の交付事務

C. 市町村

（ 495市町村）

3,734百万円

管内の市町村に対する補助金の
交付事務、指導監督等業務

交付対象者への補助金の交付事
務、指導業務

B. 道府県

（ 42 道府県）

3,737百万円

農業者等

（9,316件）

3,734百万円

農地の貸付等の委任契約の締結
及びそれに伴う協力金

4



事業番号0099

使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

費　目

A.  全国農業会議所

補助金 道府県への補助金の交付 3,756

計 3,756 計

B.  新潟県

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

補助金 管内の市町村への補助金の交付 772

計 772 計

C.  長岡市

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

補助金 管内の農業者等への交付金の交付 142

計 142 計

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 計

5



事業番号0099

支出先上位１０者リスト
A. 地方農政局等

B. 都道府県

C. 市町村

D.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

南魚沼市 管内の農業者等への交付金の交付 64 - -

管内の農業者等への交付金の交付 72

- -

管内の農業者等への交付金の交付

7 東広島市 管内の農業者等への交付金の交付 72

5 鶴岡市 管内の農業者等への交付金の交付 76

- -

- -

6 花巻市

10

72 - -

9 横手市 管内の農業者等への交付金の交付 64

8 登米市

- -

4 上越市 管内の農業者等への交付金の交付 98 - -

3 大仙市 管内の農業者等への交付金の交付 109 - -

2 新潟市 管内の農業者等への交付金の交付 136 - -

1 長岡市 管内の農業者等への交付金の交付 142 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

-

-

241

239

-

-

-

329

-

8 福井県 管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督 143

管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督

7 滋賀県 管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督

6

143

10 栃木県 管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督 121 -

9 石川県 管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督 135 -

-

管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督 -

-

岩手県

2 秋田県

管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督

管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督

新潟県

5 北海道

3

-

304山形県 管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督

管内の市町村に対する補助金の交付事務、指導監督

4 富山県

-

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

1 772

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 全国農業会議所 道府県に対する補助金の交付事務 3,756 - -

2

3

4

5

6

7

8

10

9

-

-

-

-

-220

落札率

-

入札者数

-
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　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （農林水産省）

計 30,450 57,589

平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

10,009 28,672 「新しい日本のための優先課題推進枠」57,589

機構集積支援事業 2,782 2,782

機構集積協力金交付事業

農地中間管理機構が担い手への農地集積・集約化を行
うための借受面積

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

農地中間管理機構事業 17,660 26,135 事業実施面積の増加等。

-

ha

23年度

活動実績

当初見込み

単位当たり
コスト

24年度 25年度

25年度 26年度活動見込

- - - 150,000

- - -

達成度

成果指標

-

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度 24年度

- -

目標値 - -

成果目標及び成
果実績

（アウトカム） 担い手が利用する農地面積の割合
（年度ごとの集積面積）

成果実績 - -

単位 23年度 24年度 25年度
目標値

（26年度）

執行率（％） - - 100%

執行額

-

- - 40,025 30,450 57,589

- - 40,025

予備費等 - - - -

翌年度へ繰越し - -

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 - - - 30,450 57,589

補正予算 -

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度

- 40,025 -

計

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

我が国の農業構造を見ると、担い手への農地流動化は毎年着実に進展しているところであるが、農業の生産性を高めていくためには、担い
手への農地集積と農地の集約化を更に加速していく必要がある。
このため、都道府県段階に農地中間管理機構を整備し、担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地集積・集
約化を推進する。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

①農地中間管理機構事業
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速化するため、農地の中間受け皿となる公的機関（都道府県段階の農地中間管理
機構）の整備及びその活動を支援。
②機構集積協力金交付事業
人・農地プランの話合いの中で農地中間管理機構にまとまって農地の貸付けを行った地域及び同機構に対する貸付けに伴って離農又は経
営転換する者等に対して協力金を支払う。
③農地情報公開システム等整備事業・機構集積支援事業
農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地基本台帳の電子化・地図化、耕作放棄地所有者への意思確
認等を支援。
（基金に関する事項）
基金設置年度：平成25年度、運用形態：取崩し型、事業形態：補助・補てん

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

会計区分 一般会計 政策・施策名
農業の持続的な発展

⑥優良農地の確保と有効利用の促進

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する計画、
通知等

日本再興戦略-JAPAN is BACK-
（平成25年6月14日閣議決定）

経営局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 平成25年度～平成36年度 担当課室 農地政策課

農地政策課長
渡邊毅

事業名

事業番号 0100

農地中間管理機構による集積・集約化活動 担当部局庁

　百万円
/ha

140,000

- -

前年度から繰越し - - - - -

計算式

- -

- --

ha

ha

％

26年度見込

千円/
10a単位当たり

コスト

算出根拠

執行額÷活動実績

単位

-
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事業番号0100

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 -

○事業目的に沿った担い手の育成・確保に資するような制度の運用に努めること。
○国費が投入されるリスクを最小限にする取組をしっかり実施すること。
○効率的な事業執行に努めること。

評　価項　　目

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

○

○

-

関連する過去のレビューシートの事業番号

本事業は、農地中間管理機構が借り受けた農地等の賃料及び保全管理等に要する経費、都道府県及び機構の事務費等、機構の活動に必要な経費と農地の
出し手へのインセンティブ措置を講ずるもの。前者については、貸付先が決まらない間の地主への地代や農地の管理経費、事務費等を助成するものであり、当
該助成がなければ機構の運営は困難。後者については、地主は農地を担い手へ貸したいという人は少ないため、担い手へ貸し出すよう誘導するにはインセン
ティブ措置が必要。
【基金の保有割合】
　・農業構造改革支援基金
　　　本基金は、今後10年間で担い手が利用する面積を全農地面積の８割とすることを目標としている。今後目標達成に必要な資金を事業の進捗状況に応じて
追加造成する予定であり、現時点では事業完了までに必要な額を算出できないため、次のように算出した。
　　　平成25年度末の基金額÷（平成26年度事業に係る補助・補てん及び管理費（翌年度支出分含む。平成25年度補正予算額（全額基金）＋平成26年度当初
予算額（うち基金分）））
       33,138百万円÷（33,138百万円＋19,824百万円）＝0.63
・農業情報公開システム整備事業資金
 　　 平成25年度末の基金額÷（事業が完了するまでに必要となる補助・補てん及び管理費）
       6,887百万円÷6,888百万円＝1
【基金の終了予定時期】
　・農業構造改革支援基金
       事業終了：平成35年度、基金の廃止予定時期：平成36年度
　・農業情報公開システム整備事業資金
　　　事業終了：平成26年度、基金の廃止予定時期：平成27年度

- -

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
有
効
性

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

-

-

平成25年平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

平成23年

所管府省・部局名

平成25年度補正予算の執行は（基金からの支出）は実
質平成26年度からである。

-

-

単位当たりコストの水準は妥当か。

我が国の農業の生産性を高め、成長産業とすることは国
民のニーズに沿ったもの。日本再興戦略-JAPAN is
BACK-（平成25年6月14日閣議決定）の中にも位置づけ
られており、国として実施すべきものである。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

-

事業番号 類似事業名

－

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

点検結果 平成25年度補正予算の執行（基金からの支出）は実質平成26年度からである。

本事業は、適切かつ効率的な事業執行に努め、担い手の育成・確保に資するような制度の運用を行うこと。

適切かつ効率的な事業執行、担い手の育成・確保に資する制度の運用に努める。

現
状
通
り

新26-0011

○

-

備考

事
業
の
効
率
性

平成25年度補正予算の執行は（基金からの支出）は実
質平成26年度からである。

外部有識者の所見

評価に関する説明

改善の
方向性
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事業番号0100

※執行実績がない新規事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

農林水産省
40,025百万円

D. 市町村

（0市町村）

0百万円

管内の市町村及び農地中間管理機構等に対する補助
金の交付事務、指導監督等業務、都道府県推進事業

機構集積協力金の交付対
象者への補助金の交付事

務、指導業務

Ａ. 地方農政局等

（７農政局、沖縄総合事務局）

31,209百万円

農業者等

（0名）

0百万円

担い手への農地集積・集約化に係る
支援の実施

機構が借り受けた農地等の賃料の
支払及び保全管理、機構運営等

E. 農地中間管理機構

（0機構）

0百万円

F. 農業委員会等

（0農業委員会等）

0百万円

農地基本台帳の電子
化・地図化、耕作放棄
地所有者への意向確

認等

Ｂ．都府県（青森県ほか45都府県） 北海道

農地情報公開
システムの整備

【収入】31,209百万円
【支出】 0百万円

【収入】1,929百万円
【支出】 0百万円

C．全国農業会議所

【収入】6,888百万円
【支出】 1百万円

H25期末残高 6,887百万円
（うち国費相当額6,887百万円）

農業情報公開システム整備事業資金

H25期首残高 0百万円

農業構造改革支援基金
H25期首残高 0百万円

H25期末残高33,138百万円
（うち国費相当額33,138百万円）

9



事業番号0100

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（山梨県） 244

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（静岡県） 565

計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 1 計 0

事務費 システム整備事務経費 1

C.全国農業会議所 G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 7,407 計 0

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（東京都） 204

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（神奈川県） 213

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（群馬県） 638

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（埼玉県） 722

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（千葉県） 876

基金造成 基金造成に必要な資金の交付（長野県） 1,261

基金造成

1,397

使　途
金　額

(百万円）
金　額

(百万円）
費　目 使　途

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

基金造成に必要な資金の交付（栃木県） 1,287

基金造成

費　目

A.関東農政局

基金造成に必要な資金の交付（茨城県）

E.

10



事業番号0100

支出先上位１０者リスト
A.地方農政局等

B.都府県・北海道

C.全国農業会議所

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 全国農業会議所 システム整備事務経費 1 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

10

9

落札率支　出　先 業　務　概　要

7

8 内閣府沖縄総合事務局 基金造成に必要な資金の交付 361 - -

東海農政局 基金造成に必要な資金の交付 2,097 - -

6 近畿農政局 基金造成に必要な資金の交付 2,487 - -

5 北陸農政局 基金造成に必要な資金の交付 2,700 - -

4 中国四国農政局 基金造成に必要な資金の交付 3,182 - -

3 九州農政局 基金造成に必要な資金の交付 5,700 - -

2 東北農政局 基金造成に必要な資金の交付 7,273 - -

1 関東農政局 基金造成に必要な資金の交付 7,407 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1

5

3

4

2

9

7

10

8

6

支　出　額
（百万円）

入札者数

11



　　　　　　　　　　　　平成２６年行政事業レビューシート （農林水産省）

計

本事業はH25年度で終了。
平
成
2
6
・
2
7
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
百
万
円

）

96,000

9,745 14,358活動実績

当初見込み 21,000

規模拡大交付金による利用権の設定件数

費　目 26年度当初予算 27年度要求 主な増減理由

7,102

200

件

11月把握予定

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 23年度 24年度 25年度 26年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

25年度
目標値

（　　年度）

農地利用集積円滑化事業による集積面積

成果実績 ha 32,064 39,520

達成度

成果指標

％ 64 79

目標値 ha 50,000 50,000

単位 23年度 24年度

執行率（％） 34% 43% 80%

翌年度へ繰越し - -

3,383 4,313 7,988執行額

補正予算 -

予備費等 - - -

- -

計

27年度要求

予算
の状
況

当初予算 10,000 10,000 10,000

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

　農地の受け手が、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人を通じて、面的集積するために新たに利用権を設定した場合、農地
の面積に応じて２万円／10aを交付。

（注１）農地利用集積円滑化団体：農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、市町村域を対象に農地所有者代理事業等の事業を行う主体
として、市町村基本構想に位置づけられた農地の仲介組織（市町村、市町村公社、農協等）。
（注２）農地保有合理化法人：農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、都道府県域を対象に農地売買を中心に事業を行う主体として、都
道府県基本方針に位置づけられた一般社団法人又は一般財団法人（都道府県農業公社）。

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　■交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
-

関係する計画、
通知等

-

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

　今後５年間に高齢化等で大量の農業者が急速にリタイアすることが見込まれる。
このため、地域での話し合いを通じた合意形成により、認定農業者等の地域の中心となる経営体への農地の利用集積を促進することを通
じ、「平成の農地改革」を強力に推進し、持続可能な力強い農業構造を目指す。

平成23年度～平成25年度 担当課室 農地政策課
農地政策課長

渡邊毅

事業名

会計区分
食料安定供給特別会計

（農業経営基盤強化勘定）
政策・施策名

農業の持続的な発展
⑥優良農地の確保と有効利用の促進

事業番号 0103

農地保有合理化促進対策費交付金
（担い手への農地集積推進事業のうち規模拡大交付金）

担当部局庁 経営局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

百万円
／ha

7,988百万円／

39,938ha(暫定値)
9月把握予定

11月把握予定

10,000 10,000 10,000

-

前年度から繰越し - - -

50,000

24年度 25年度

計算式

200
200(暫定値)
9月把握予定

4,313百万円／
21,564ha

単位

3,386百万円／
16,937ha

21,000

26年度見込

千円／ha単位当たり
コスト

算出根拠

執行額÷規模拡大交付金による集積面積

23年度

単位当たり
コスト

12



事業番号0103

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

○面的な集積は重要な政策課題であり、他事業等により効果的に面的集積を進めるとともに、優良事例等の提示・展開に努めること。

評　価項　　目

本事業における、25年度の執行率は80％と低くなっている。これは、面的に集積されないと交付金は出ないがこの要件を満たすことが難しいこ
と、また、現実に受け手が見つからない地域があること等によるものである。また、活動実績において、｢利用権の設定件数｣が当初の見込みを
下回っている。以上のことから、｢執行額と予算額の乖離の改善｣、「活動が活性化するような支援方策の見直し」を行うべきであった。本事業
は、平成25年度に終了した事業である（現状通り）。今後は、他事業等により、効果的に面的集積を進めること。

平成25年度限りで終了。今後は、農地中間管理機構関連事業により、効果的な面的集積に努める。

現
状
通
り

国
費
投
入
の

必
要
性

事業所管部局による点検・改善

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

我が国の農業は、農業従事者の高齢化、耕作放棄地の
拡大などの課題に直面している。本事業は担い手への
農地集積推進事業の一環として、担い手が面的集積（連
坦化）により経営規模を拡大することに対して支援するも
ので、我が国の食料自給率の向上に資することから、国
民のニーズに沿ったもの。年間5万haの農地を集積する
国の目標の達成の主要な施策として位置づけられてい
る。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

-

-

平成25年平成23年

現
状
通
り

点
検
・
改
善
結
果

点検結果

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

受益者との負担関係は妥当であるか。

関連する過去のレビューシートの事業番号

秋のレビューにおける 「集約化による付加価値や交渉コストの削減などにより、受け手は受益することから、制度を存続する必要はないのではないか。」との指
摘により、平成26年度から廃止。

新0082 0444

○

△

【支出先の選定】
農地の受け手に対する交付金の交付事業であり評価に
該当しない。
【受益者との負担関係】
農地の受け手に対する交付金の交付事業であり評価に
該当しない。
【単位当たりコストの水準】
面積当たり単価での交付であり前年度との比較ができな
い。
【資金の流れ】
中間段階での支出はなく、評価に該当しない。
【不用率】
面的に集積されないと交付金は出ないがこの要件を満
たすことが難しいこと、また、現実に受け手が見つからな
い地域があること、などが考えられる。

平成24年

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

行政事業レビュー推進チームの所見

0113

所管府省・部局名

面的に集積されないと交付金は出ないがこの要件を満たすことが難しいこと、また、現実に受け手が見つからない地域があることなどから不
用が生じたと考えられる。
なお、秋のレビューにおける指摘（備考欄を参照）により、平成26年度から廃止。

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

外部有識者の所見

改善の
方向性

本事業は平成25年度で終了。

-

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的
あるいは低コストで実施できているか。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-単位当たりコストの水準は妥当か。

-

○

-

備考

事
業
の
効
率
性

事業番号 類似事業名

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
有
効
性

【活動実績】
上記「不用率」と同様の理由により利用権の設定件数が
見込みを下回った。
【成果物】
農地の受け手に対する交付金の交付事業であり評価に
該当しない。

△

評価に関する説明

重
複
排
除

○

○

13



事業番号0103

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

2,895百万円

の内数

8,853百万円

の内数
農業経営基盤強化勘定

農地等利用

調整収入

農林水産省

7,988百万円

A 地方農政局等

（地方農政局、沖縄総合事務局、北海道農政事務所）

7,988百万円

農業者

7,988百万円

※財源内訳は25年度予算ベースである。

雑収入

14



事業番号0103

計 計

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 計

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 計

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 3,393 計

金　額
(百万円）

交付金 管内の農業者へ交付 3,393

使　途

A.北海道農政事務所

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目

15



事業番号0103

支出先上位１０者リスト
A.地方農政局等

10

9 沖縄総合事務局 管内の農業者へ交付 14 - -

8 近畿農政局 管内の農業者へ交付 249 - -

7 九州農政局 管内の農業者へ交付 255 - -

6 東海農政局 管内の農業者へ交付 273 - -

5 中国四国農政局 管内の農業者へ交付 468 - -

4 関東農政局 管内の農業者へ交付 499 - -

3 北陸農政局 管内の農業者へ交付 1,210 - -

2 東北農政局 管内の農業者へ交付 1,627 - -

1 北海道農政事務所 管内の農業者へ交付 3,393 - -

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

16



政
策

目
的

施
策

事
務

事
業

優
良
農
地
の
確
保
と
有
効
利
用
の
促
進

担
い
手
へ
の
農
地
集
積
・
集
約
化

【
目
標
】
今
後

1
0
年
間
で
、
担
い
手
の
農
地
利
用
が
全
農
地
の
８
割

を
占
め
る
農
業
構
造
の
確
立

政
策
体
系
に
お
け
る
位
置

付
け

機
構
集
積
協
力
金
交
付
事
業

農
地
中
間
管
理
機
構
事
業

事
務

事
業

事
務

事
業

機
構
集
積
支
援
事
業

農
地
の

利
用
集
積
の
促
進
に
関
す
る
事
業

17



 6
－

1

（
農

林
水

産
省

2
6
－

⑥
）

基
準

年
度

目
標

年
度

2
3
年

度
2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度

（
ア

）
農

用
地

区
域

内
農

地
面

積
の

増
加

-
-

８
万

h
a増

加

（
累

計
）

平
成

3
2
年

４
千

h
a増

加
４

千
h
a増

加
４

千
h
a増

加
４

千
h
a増

加
１

万
h
a増

加

　
農

用
地

の
確

保
に

関
す

る
国

の
基

本
的

考
え

方
を

示
す

「
農

用
地

等
の

確
保

等
に

関
す

る
基

本
指

針
(平

成
2
2
年

６
月

変
更

)」
に

お
い

て
、

農
用

地
区

域
内

農
地

面
積

（
以

下
「
農

地
面

積
」
と

い
う

。
）
を

平
成

2
2
年

(平
成

2
1
年

4
0
7
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
)か

ら
平

成
3
2
年

ま
で

の
間

に
８

万
ヘ

ク
タ

ー
ル

増
加

さ
せ

4
1
5
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
と

す
る

と
の

目
標

を
掲

げ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
を

基
に

達
成

目
標

と
し

て
設

定
し

た
。

　
こ

の
農

地
面

積
の

目
標

は
、

こ
れ

ま
で

の
す

う
勢

を
踏

ま
え

、
農

用
地

区
域

へ
の

編
入

促
進

や
除

外
の

抑
制

等
の

効
果

及
び

新
た

な
食

料
・
農

業
・

農
村

基
本

計
画

に
沿

っ
た

各
種

施
策

に
よ

る
耕

作
放

棄
地

の
発

生
抑

制
・
再

生
の

効
果

を
織

り
込

ん
で

設
定

し
て

い
る

。
  
な

お
、

国
の

基
本

指
針

の
変

更
に

伴
う

各
都

道
府

県
の

基
本

方
針

の
変

更
に

お
い

て
、

都
道

府
県

知
事

と
の

協
議

調
整

を
行

い
、

都
道

府
県

が
定

め
る

確
保

す
べ

き
農

用
地

区
域

内
農

地
の

面
積

目
標

と
国

の
面

積
目

標
と

の
整

合
性

が
確

保
さ

れ
た

。
　

各
年

度
の

目
標

値
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
1
年

（
基

準
年

）
に

お
け

る
農

地
面

積
（
4
0
7
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
）
と

平
成

3
2
年

（
目

標
年

）
に

お
け

る
目

標
面

積
（
4
1
5
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
）
と

の
差

が
、

基
準

年
か

ら
目

標
年

ま
で

の
期

間
（
1
1
年

間
）
中

均
等

に
生

ず
る

と
の

前
提

の
下

で
、

年
次

ご
と

の
目

標
面

積
を

設
定

し
た

。
　

た
だ

し
、

効
果

の
う

ち
、

荒
廃

農
地

の
再

生
利

用
に

つ
い

て
は

、
施

策
（
２

）
の

耕
作

放
棄

地
対

策
の

推
進

に
よ

る
再

生
利

用
面

積
の

目
標

値
の

考
え

方
を

考
慮

し
、

設
定

し
た

。
施

策
（
２

）
の

目
標

値
が

補
正

さ
れ

た
場

合
に

は
、

本
目

標
値

に
つ

い
て

も
必

要
に

応
じ

、
補

正
を

行
う

。

施
策

の
目

指
す

べ
き

姿
【
目

標
設

定
の

考
え

方
根

拠
】

　
農

業
生

産
の

基
盤

で
あ

る
農

地
に

つ
い

て
、

宅
地

等
へ

の
農

地
の

転
用

や
耕

作
放

棄
地

の
発

生
に

よ
り

一
貫

し
て

減
少

し
て

い
る

状
況

に
あ

り
、

計
画

的
な

土
地

利
用

の
推

進
と

転
用

規
制

の
厳

格
化

等
に

よ
り

、
優

良
農

地
の

確
保

を
図

る
。

　
こ

の
た

め
、

平
成

2
1
年

1
2
月

に
施

行
さ

れ
た

農
地

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

に
よ

り
改

正
さ

れ
た

農
業

振
興

地
域

（
注

3
）
制

度
及

び
農

地
転

用
許

可
制

度
の

適
切

な
運

用
並

び
に

農
地

確
保

の
た

め
の

施
策

を
推

進
す

る
。

目
標

①
【
達

成
す

べ
き

目
標

】
農

用
地

区
域

（
注

4
）
内

農
地

面
積

の
確

保

測
定

指
標

基
準

値
目

標
値

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

政
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

政
策

食
料

・
農

業
・
農

村
基

本
計

画
(平

成
2
2
年

3
月

3
0
日

)
  
第

３
　

２
  
（
４

）

土
地

改
良

長
期

計
画

（
注

２
）
（
平

成
2
4
年

3
月

3
0
日

）
　

第
３

　
１

　
政

策
目

標
１

　
(1

)、
(4

)
　

　
　

　
　

　
 政

策
目

標
２

　
(2

)

日
本

再
興

戦
略

（
平

成
2
5
年

６
月

1
4
日

閣
議

決
定

）
　

第
Ⅰ

 5
（
1
）
⑤

成
果

目
標

農
林

水
産

業
・
地

域
の

活
力

創
造

プ
ラ

ン
（
平

成
2
5
年

1
2
月

1
0
日

農
林

水
産

業
・
地

域
の

活
力

創
造

本
部

）
　

Ⅲ
 政

策
の

展
開

方
向

 3
  
Ⅴ

 具
体

的
施

策
 3

政
策

評
価

実
施

予
定

時
期

平
成

2
7
年

８
月

施
策

（
１

）
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

と
転

用
規

制
の

厳
格

化

平
成

2
6
年

度
実

施
施

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

政
策

分
野

名
【
施

策
名

】
優

良
農

地
（
注

1
）
の

確
保

と
有

効
利

用
の

促
進

担
当

部
局

名
経

営
局

（
農

村
振

興
局

）
【
経

営
局

農
地

政
策

課
、

農
村

振
興

局
農

村
計

画
課

/
農

地
資

源
課

】

政
策

の
概

要
【
施

策
の

概
要

】

　
農

地
面

積
の

減
少

が
続

き
、

農
業

生
産

が
行

わ
れ

な
い

耕
作

放
棄

地
や

不
作

付
地

が
年

々
増

加
し

て
い

る
と

と
も

に
、

担
い

手
に

対
す

る
農

地
の

ま
と

ま
っ

た
利

用
集

積
が

進
ま

な
い

状
況

に
あ

る
中

、
優

良
農

地
の

確
保

と
有

効
利

用
の

促
進

を
図

る
。

　
こ

の
た

め
、

計
画

的
な

土
地

利
用

の
推

進
と

転
用

規
制

の
厳

格
化

、
耕

作
放

棄
地

対
策

の
推

進
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
の

た
め

の
施

策
を

行
う

。

政
策

評
価

体
系

上
の

位
置

付
け

農
業

の
持

続
的

な
発

展
（
農

業
、

人
、

生
産

基
盤

）
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 6
－

2

基
準

年
度

目
標

年
度

2
3
年

度
2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度

（
ア

）
荒

廃
農

地
の

再
生

利
用

面
積

-
-

1
0
万

h
a
（

累
計

）
平

成
3
2
年

0
.6

万
h
a

0
.6

万
h
a

0
.6

万
h
a

0
.6

万
h
a

1
.1

万
h
a

基
準

年
度

目
標

年
度

2
3
年

度
2
4
年

度
2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度

（
ア

）
担

い
手

が
利

用
す

る
農

地
面

積
の

割
合

4
9
%

平
成

2
2
年

度
8
0
%

平
成

3
5
年

度
-

-
-

年
間

1
4
万

ｈ
ａ

年
間

1
4
万

ｈ
ａ

（
イ

）
農

業
生

産
基

盤
整

備
（
注

8
）
地

区
に

お
け

る
地

域
の

中
心

と
な

る
経

営
体

へ
の

農
地

集
積

率
-

-
8
0
％

以
上

平
成

2
8
年

度
6
9
％

7
1
％

7
3
％

7
5
％

7
7
％

　
担

い
手

が
利

用
す

る
農

地
面

積
の

割
合

は
、

こ
の

1
0
年

間
で

、
農

地
面

積
全

体
の

3
割

か
ら

5
割

に
増

加
し

て
い

る
が

、
農

業
の

生
産

性
を

高
め

、
成

長
産

業
と

し
て

い
く

た
め

に
は

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

を
更

に
加

速
化

す
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

平
成

2
5
年

6
月

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
日

本
再

興
戦

略
」
及

び
同

年
1
2
月

の
農

林
水

産
業

・
地

域
の

活
力

創
造

プ
ラ

ン
」
に

お
い

て
、

「
今

後
1
0
年

間
で

、
担

い
手

の
農

地
利

用
が

全
農

地
の

8
割

を
占

め
る

農
業

構
造

の
確

立
」
を

目
指

す
こ

と
と

さ
れ

た
。

  
 こ

れ
を

実
現

す
る

た
め

、
都

道
府

県
段

階
に

公
的

な
農

地
の

中
間

的
受

け
皿

で
あ

る
農

地
中

間
管

理
機

構
を

整
備

し
、

こ
れ

を
活

用
し

1
0
年

間
で

1
4
0
万

ｈ
ａ
の

農
地

を
集

積
し

、
担

い
手

の
農

地
利

用
が

全
農

地
の

８
割

を
占

め
る

農
業

構
造

を
確

立
す

る
。

　
ま

た
、

土
地

改
良

長
期

計
画

（
平

成
2
4
年

３
月

3
0
日

閣
議

決
定

）
で

は
、

生
産

性
の

高
い

土
地

利
用

型
農

業
の

実
現

に
不

可
欠

な
農

地
の

大
区

画
化

・
汎

用
化

等
の

整
備

を
行

う
基

盤
整

備
実

施
地

区
に

お
い

て
、

他
の

生
産

･経
営

関
係

の
施

策
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
地

域
の

中
心

と
な

る
経

営
体

へ
の

農
地

の
集

積
率

を
約

８
割

以
上

に
向

上
さ

せ
る

こ
と

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
測

定
指

標
と

し
て

設
定

し
た

。

測
定

指
標

基
準

値
目

標
値

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

　
施

策
（
１

）
「
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

と
転

用
規

制
の

厳
格

化
」
の

欄
に

示
し

て
い

る
「
農

用
地

等
の

確
保

等
に

関
す

る
基

本
指

針
」
に

お
い

て
は

、
平

成
3
2
年

ま
で

に
4
1
5
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

面
積

確
保

と
の

目
標

を
掲

げ
て

い
る

。
こ

れ
を

達
成

す
る

た
め

に
は

、
農

用
地

区
域

か
ら

の
農

地
の

除
外

や
新

た
な

耕
作

放
棄

地
発

生
に

よ
る

農
地

の
減

少
の

こ
れ

ま
で

の
す

う
勢

を
踏

ま
え

た
上

で
、

荒
廃

農
地

を
平

成
3
2
年

ま
で

に
1
0
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
を

再
生

す
る

こ
と

が
必

要
と

想
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
き

達
成

目
標

を
設

定
し

た
。

　
平

成
2
1
年

度
に

市
町

村
及

び
農

業
委

員
会

か
ら

報
告

の
あ

っ
た

耕
作

放
棄

地
解

消
計

画
面

積
の

集
計

結
果

か
ら

推
計

す
る

と
、

農
用

地
区

域
内

の
荒

廃
農

地
の

う
ち

、
現

状
で

引
き

受
け

手
の

確
保

が
見

込
ま

れ
る

面
積

は
1
0
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
中

お
お

む
ね

３
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
程

度
と

見
込

ま
れ

る
。

　
こ

の
３

万
ヘ

ク
タ

ー
ル

に
つ

い
て

は
、

目
標

年
次

ま
で

の
1
1
年

間
の

前
半

５
年

間
（
H

2
2
～

2
6
）
で

耕
作

放
棄

地
再

生
利

用
緊

急
対

策
等

に
よ

り
解

消
さ

れ
る

も
の

と
し

、
残

り
７

万
ヘ

ク
タ

ー
ル

に
つ

い
て

は
後

半
６

年
間

（
H

2
7
～

3
2
）
に

お
い

て
解

消
さ

れ
る

も
の

と
し

て
目

標
設

定
を

行
っ

た
。

　
な

お
、

新
た

な
土

地
改

良
長

期
計

画
で

は
、

再
生

す
る

1
0
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

う
ち

、
平

成
2
4
年

か
ら

2
8
年

ま
で

の
５

年
間

で
計

４
万

ヘ
ク

タ
ー

ル
の

解
消

を
図

る
こ

と
と

し
し

て
い

る
が

、
こ

の
目

標
は

現
行

の
年

度
ご

と
の

目
標

値
の

平
成

2
4
年

か
ら

2
8
年

ま
で

の
累

計
値

と
同

じ
も

の
で

あ
る

。
　

今
般

、
都

道
府

県
段

階
に

農
地

中
間

管
理

機
構

（
注

7
）
を

整
備

し
、

農
地

法
を

改
正

し
て

運
用

す
る

こ
と

と
な

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

現
時

点
に

お
い

て
、

そ
の

効
果

を
定

量
的

に
把

握
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

各
年

度
の

目
標

値
に

つ
い

て
は

基
本

的
に

は
変

更
し

な
い

こ
と

と
す

る
が

、
荒

廃
農

地
の

再
生

利
用

に
係

る
進

捗
状

況
等

を
踏

ま
え

て
必

要
に

応
じ

て
補

正
す

る
も

の
と

す
る

。

施
策

（
３

）
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

施
策

の
目

指
す

べ
き

姿
【
目

標
設

定
の

考
え

方
根

拠
】

農
業

の
生

産
性

を
高

め
、

成
長

産
業

と
し

て
い

く
た

め
に

は
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

を
加

速
化

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

都
道

府
県

段
階

に
農

地
中

間
管

理
機

構
を

整
備

し
、

こ
の

機
構

の
法

制
度

の
仕

組
み

、
予

算
上

の
支

援
措

置
、

地
域

の
関

係
者

の
話

合
い

に
よ

り
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

を
図

る
。

目
標

①
【
達

成
す

べ
き

目
標

】
今

後
1
0
年

間
で

、
担

い
手

の
農

地
利

用
が

全
農

地
の

８
割

を
占

め
る

農
業

構
造

の
確

立

測
定

指
標

基
準

値
目

標
値

年
度

ご
と

の
目

標
値

測
定

指
標

の
選

定
理

由
及

び
目

標
値

（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠

施
策

（
２

）
耕

作
放

棄
地

対
策

の
推

進

施
策

の
目

指
す

べ
き

姿
【
目

標
設

定
の

考
え

方
根

拠
】

　
農

地
面

積
の

減
少

が
続

き
、

農
業

生
産

が
行

わ
れ

な
い

耕
作

放
棄

地
（
注

5
）
が

年
々

増
加

す
る

中
、

耕
作

放
棄

地
の

解
消

及
び

発
生

抑
制

、
農

業
委

員
会

の
指

導
の

強
化

等
を

図
る

。
　

こ
の

た
め

、
こ

れ
ら

耕
作

放
棄

地
対

策
の

核
と

し
て

、
農

用
地

区
域

に
お

け
る

荒
廃

農
地

（
注

6
）
の

再
生

利
用

を
図

る
取

組
を

推
進

す
る

。

目
標

①
【
達

成
す

べ
き

目
標

】
農

用
地

区
域

に
お

け
る

荒
廃

農
地

の
再

生
利

用
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 6
－

3

2
3
年

度
［
百

万
円

］
2
4
年

度
［
百

万
円

］
2
5
年

度
［
百

万
円

］

(1
)

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
4
4
年

）
-

-
-

(１
)-

①
-
(ア

)
(２

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)

－

(2
)

農
地

法
（
昭

和
2
7
年

）
-

-
-

(１
)-

①
-
(ア

)
(２

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(ア

)
－

(3
)

集
落

地
域

整
備

法
（
昭

和
6
2
年

）
-

-
-

(１
)-

①
-
(ア

)
－

(4
)

地
方

拠
点

都
市

地
域

の
整

備
及

び
産

業
業

務
施

設
の

再
配

置
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
４

年
）

-
-

-
(１

)-
①

-
(ア

)
－

(5
)

農
山

漁
村

の
活

性
化

の
た

め
の

定
住

等
及

び
地

域
間

交
流

の
促

進
に

関
す

る
法

律 （
平

成
1
9
年

）

-
-

-
(１

)-
①

-
(ア

)
(２

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(6
)

土
地

改
良

法
（
昭

和
2
4
年

）
-

-
-

(２
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(7
)

農
業

委
員

会
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
2
6
年

）
-

-
-

(２
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(ア

)
－

(8
)

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
（
昭

和
5
5
年

）
-

-
-

(３
)-

①
-
(ア

)
－

-

　
耕

作
放

棄
地

所
有

者
に

対
す

る
指

導
等

の
法

令
業

務
や

農
地

の
あ

っ
せ

ん
活

動
等

の
業

務
を

実
施

す
る

農
業

委
員

会
の

組
織

運
営

に
つ

い
て

規
定

。
【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
業

委
員

会
が

遊
休

農
地

及
び

耕
作

放
棄

さ
れ

る
恐

れ
の

あ
る

農
地

の
所

有
者

等
に

対
し

て
利

用
意

向
調

査
を

実
施

し
、

当
該

農
地

を
中

間
管

理
機

構
に

貸
付

け
る

方
向

に
誘

導
す

る
こ

と
に

よ
り

、
耕

作
放

棄
地

対
策

の
推

進
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
業

委
員

会
が

農
地

の
あ

っ
せ

ん
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-
　

農
地

の
利

用
集

積
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

利
用

権
設

定
等

促
進

事
業

、
農

地
利

用
集

積
円

滑
化

事
業

、
農

用
地

利
用

改
善

事
業

等
を

措
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
地

方
拠

点
都

市
地

域
に

つ
い

て
、

都
市

機
能

の
増

進
及

び
居

住
環

境
の

向
上

等
の

一
体

的
な

整
備

の
促

進
並

び
に

当
該

地
域

へ
の

産
業

業
務

施
設

の
移

転
の

促
進

に
際

し
、

農
山

漁
村

の
整

備
の

促
進

等
に

配
慮

。
　

産
業

業
務

施
設

等
の

整
備

に
必

要
な

用
地

に
つ

い
て

、
優

良
農

地
の

確
保

等
農

林
漁

業
の

健
全

な
発

展
と

の
調

和
に

配
慮

し
つ

つ
、

農
業

上
の

土
地

利
用

と
の

調
整

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

-

　
農

山
漁

村
に

お
け

る
定

住
等

及
び

農
山

漁
村

と
都

市
と

の
地

域
間

交
流

を
促

進
す

る
た

め
、

生
産

基
盤

及
び

施
設

、
生

活
環

境
施

設
、

地
域

間
交

流
の

た
め

の
施

設
の

整
備

を
促

進
し

、
農

山
漁

村
の

活
性

化
に

資
す

る
。

【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
山

漁
村

の
活

性
化

に
関

す
る

計
画

に
基

づ
く

地
域

独
自

の
新

た
な

取
組

が
進

展
す

る
こ

と
に

よ
り

、
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
山

漁
村

の
活

性
化

に
関

す
る

計
画

に
基

づ
く

地
域

独
自

の
新

た
な

取
組

が
進

展
す

る
こ

と
に

よ
り

、
耕

作
放

棄
地

対
策

の
推

進
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
山

漁
村

の
活

性
化

に
関

す
る

計
画

に
基

づ
く

地
域

独
自

の
新

た
な

取
組

が
進

展
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
農

業
生

産
基

盤
の

整
備

及
び

開
発

を
図

り
、

農
業

の
生

産
性

の
向

上
、

農
業

構
造

の
改

善
に

資
す

る
。

【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

本
法

に
基

づ
き

、
耕

作
放

棄
地

を
含

む
農

地
の

基
盤

整
備

と
一

体
的

に
行

う
換

地
や

利
用

権
設

定
に

よ
り

、
耕

作
放

棄
地

の
解

消
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

本
法

に
基

づ
き

、
生

産
基

盤
の

整
備

と
一

体
的

に
行

う
換

地
や

利
用

権
設

定
に

よ
り

、
農

地
の

流
動

化
が

図
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

に
寄

与
す

る
。

-

　
国

の
農

地
確

保
に

関
す

る
基

本
指

針
、

都
道

府
県

の
基

本
方

針
等

の
変

更
を

中
心

と
し

て
、

優
良

農
地

の
確

保
と

農
業

振
興

施
策

の
計

画
的

な
推

進
を

図
る

も
の

。
【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

平
成

2
1
年

1
2
月

に
施

行
さ

れ
た

農
地

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

に
よ

り
改

正
さ

れ
た

農
業

振
興

地
域

制
度

の
適

切
な

運
用

を
推

進
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

を
図

る
こ

と
に

寄
与

す
る

。
【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

平
成

2
1
年

1
2
月

に
施

行
さ

れ
た

農
地

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

に
よ

り
改

正
さ

れ
た

農
振

法
の

規
定

に
よ

り
、

2
2
年

６
月

に
は

、
農

林
水

産
大

臣
が

定
め

る
「
農

用
地

等
の

確
保

等
に

関
す

る
基

本
指

針
」
が

変
更

さ
れ

、
新

た
に

全
国

で
確

保
す

べ
き

農
用

地
区

域
内

農
地

の
面

積
目

標
が

定
め

ら
れ

た
。

こ
の

面
積

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

は
、

農
用

地
区

域
内

農
地

に
あ

る
耕

作
放

棄
地

を
再

生
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
、

耕
作

放
棄

地
対

策
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

８
条

に
基

づ
く

、
市

町
村

が
定

め
る

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

で
は

「
農

業
経

営
の

規
模

の
拡

大
及

び
農

用
地

等
又

は
農

用
地

等
と

す
る

こ
と

が
適

当
な

土
地

の
農

業
上

の
効

率
的

か
つ

総
合

的
な

利
用

の
促

進
の

た
め

の
こ

れ
ら

の
土

地
に

関
す

る
権

利
の

取
得

の
円

滑
化

そ
の

他
農

業
上

の
利

用
の

調
整

に
関

す
る

事
項

」
を

定
め

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
こ

の
方

向
性

に
即

し
て

各
種

施
策

が
実

施
さ

れ
る

こ
と

と
な

る
た

め
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
農

地
を

農
地

以
外

の
も

の
に

す
る

こ
と

を
規

制
す

る
と

と
も

に
、

農
地

を
効

率
的

に
利

用
す

る
耕

作
者

に
よ

る
地

域
と

の
調

和
に

配
慮

し
た

農
地

に
つ

い
て

の
権

利
の

取
得

を
促

進
し

、
及

び
農

地
の

利
用

関
係

を
調

整
し

、
並

び
に

農
地

の
農

業
上

の
利

用
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置
。

【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
用

地
区

域
内

の
農

地
等

の
優

良
農

地
は

原
則

と
し

て
転

用
許

可
を

認
め

な
い

こ
と

と
す

る
一

方
、

市
街

地
に

あ
る

農
地

等
に

お
い

て
は

原
則

許
可

を
認

め
る

こ
と

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
転

用
を

市
街

地
に

あ
る

農
地

等
に

誘
導

す
る

こ
と

で
、

農
用

地
区

域
内

の
農

地
等

の
確

保
に

資
す

る
仕

組
み

と
し

、
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

と
転

用
規

制
の

厳
格

化
に

寄
与

す
る

。
【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

遊
休

農
地

及
び

耕
作

放
棄

さ
れ

る
恐

れ
の

あ
る

農
地

の
所

有
者

等
に

対
し

て
、

農
業

委
員

会
が

利
用

意
向

調
査

を
実

施
し

、
当

該
農

地
を

農
地

中
間

管
理

機
構

に
貸

し
付

け
る

方
向

に
誘

導
す

る
こ

と
に

よ
り

、
耕

作
放

棄
地

対
策

の
推

進
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

一
定

の
要

件
の

下
で

、
農

業
生

産
法

人
以

外
の

法
人

が
農

地
を

賃
借

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-
　

良
好

な
営

農
条

件
及

び
居

住
環

境
の

確
保

を
図

る
こ

と
が

必
要

な
集

落
地

域
に

つ
い

て
、

そ
の

地
域

の
振

興
と

秩
序

あ
る

整
備

を
推

進
す

る
。

　
農

業
の

生
産

条
件

と
都

市
環

境
と

の
調

和
の

と
れ

た
地

域
の

整
備

を
推

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

政
策

手
段

（
開

始
年

度
）

予
算

額
計

（
執

行
額

）
2
6
年

度
当

初
予

算
額

［
百

万
円

］

関
連

す
る

指
標

政
策

手
段

の
概

要
等

平
成

2
6
年

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

事
業

番
号

20
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－

4

(9
)

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
2
6
年

）
-

-
-

(３
)-

①
-
(ア

)

(1
0
)

農
山

漁
村

活
性

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
支

援
交

付
金

（
平

成
1
9
年

度
）

（
関

連
：
2
6
-
7
、

9
、

1
0
、

1
1
、

1
2
、

1
3
、

1
4
、

1
7
）

1
9
,6

8
8

の
内

数
（
1
9
,2

4
2

の
内

数
）

6
,6

2
2

の
内

数
(6

,2
5
4

の
内

数
）

1
1
,7

6
3

の
内

数

(１
)-

①
-
(ア

)
(２

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
0
1
0
4

(1
1
)

耕
作

放
棄

地
再

生
利

用
緊

急
対

策
交

付
金

（
平

成
2
1
年

度
）

（
主

）

1
,7

3
3

（
1
,7

3
3
）

2
2
6

(2
2
6
)

4
0
3

(２
)-

①
-
(ア

)
0
1
0
6

(1
2
)

農
地

の
整

備
（
直

轄
）

（
昭

和
2
4
年

度
）

（
関

連
：
2
6
－

7
）

1
,5

8
2

（
1
,5

2
0
）

8
1
4

(8
1
2
)

2
,3

4
7

(２
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
0
1
1
0

(1
3
)

農
業

委
員

会
交

付
金

（
昭

和
6
0
年

度
）

（
主

）

4
,7

6
4

（
4
,7

6
3
）

4
,7

4
4

(4
,7

4
1
)

4
,7

2
8

(３
)-

①
-
(ア

)
0
0
9
5

(1
4
)

都
道

府
県

農
業

会
議

会
議

員
手

当
等

負
担

金
（
昭

和
2
9
年

度
）

（
主

）

5
3
0

（
5
2
6
）

4
9
2

(4
9
2
)

4
7
7

(３
)-

①
-
(ア

)
0
0
9
4

(1
5
)

農
地

調
整

費
交

付
金

（
昭

和
2
1
年

度
）

（
主

）

1
0
9

（
8
4
）

9
8

(6
9
)

9
3

(３
)-

①
-
(ア

)
0
0
9
3

(1
6
)

全
国

農
業

会
議

所
事

業
（
平

成
1
8
年

度
）

（
主

）

1
4

（
1
4
）

1
3

(1
3
)

1
1

(３
)-

①
-
(ア

)
0
0
9
6

(1
7
)

国
有

農
地

等
管

理
処

分
事

業
（
平

成
2
6
年

度
）

（
主

）
-

-
-

(３
)-

①
-
(ア

)
新

2
6
-
0
0
1
1

(1
8
)

機
構

集
積

協
力

金
交

付
事

業
（
平

成
2
5
年

度
）

（
主

）
-

-
1
5
,3

0
4

(３
)-

①
-
(ア

)
0
1
0
0

(1
9
)

農
地

中
間

管
理

機
構

事
業

（
平

成
2
5
年

度
）

（
主

）
-

-
1
3
,7

2
1

(３
)-

①
-
(ア

)
0
1
0
0

(2
0
)

機
構

集
積

支
援

事
業

費
補

助
金

（
平

成
2
6
年

度
）

（
主

）
-

-
-

(３
)-

①
-
(ア

)
0
1
0
0

1
0
,0

0
9

　
市

町
村

が
、

農
地

中
間

管
理

機
構

に
対

し
、

ま
と

ま
っ

た
農

地
を

貸
し

付
け

た
地

域
、

農
地

を
貸

付
け

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

に
協

力
す

る
農

地
の

出
し

手
等

に
対

し
、

協
力

金
を

交
付

。
　

市
町

村
が

、
担

い
手

が
経

営
す

る
農

地
の

規
模

拡
大

と
分

散
散

圃
の

解
消

を
推

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

1
7
,6

6
0

　
農

地
中

間
管

理
機

構
が

農
地

の
集

積
・
集

約
化

に
取

り
組

む
た

め
に

必
要

と
な

る
事

業
費

及
び

事
業

推
進

費
を

交
付

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
の

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

2
,7

8
2

　
農

業
委

員
会

が
農

地
法

に
基

づ
く

業
務

を
適

切
に

実
施

で
き

る
よ

う
、

農
地

の
利

用
関

係
の

調
整

、
遊

休
農

地
の

措
置

、
農

地
相

談
対

応
等

に
必

要
な

経
費

を
補

助
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

1
0

　
全

国
農

業
会

議
所

が
農

業
委

員
会

の
資

質
向

上
の

た
め

の
研

修
会

等
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

を
補

助
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

8
,0

9
0

　
農

地
の

利
用

関
係

の
調

整
の

た
め

、
国

が
行

う
農

地
等

の
買

収
、

国
又

は
都

道
府

県
が

行
う

農
地

等
の

管
理

及
び

国
が

行
う

農
地

等
を

効
率

的
に

利
用

し
て

農
業

を
行

う
者

な
ど

へ
の

売
払

い
に

関
す

る
事

務
経

費
。

　
国

が
農

地
等

を
買

収
・
管

理
・
処

分
し

、
農

地
の

利
用

関
係

を
調

整
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

4
,7

1
8

　
農

業
委

員
会

が
農

地
法

等
の

法
令

に
基

づ
く

業
務

を
処

理
す

る
た

め
に

必
要

な
経

費
を

交
付

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

5
2
4

　
都

道
府

県
農

業
会

議
が

農
地

法
等

の
法

令
に

基
づ

く
業

務
を

処
理

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

を
負

担
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

8
6

　
優

良
農

地
を

確
保

し
、

農
地

の
効

率
的

な
利

用
を

図
る

た
め

、
都

道
府

県
が

行
う

農
地

の
利

用
関

係
の

調
査

・
調

整
等

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

支
援

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

6
,5

4
0

の
内

数

　
農

山
漁

村
の

活
性

化
の

た
め

の
定

住
等

及
び

地
域

間
交

流
の

促
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

市
町

村
等

が
作

成
し

た
定

住
・
交

流
促

進
の

た
め

の
農

山
漁

村
の

活
性

化
に

関
す

る
計

画
の

実
現

に
必

要
な

生
産

基
盤

及
び

施
設

、
生

活
環

境
施

設
、

地
域

間
交

流
拠

点
の

整
備

等
の

取
組

を
総

合
的

に
支

援
。

【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

本
交

付
金

に
お

い
て

、
農

地
の

高
度

利
用

等
の

た
め

の
生

産
基

盤
の

総
合

的
・
一

体
的

な
整

備
を

支
援

す
る

こ
と

に
よ

り
、

農
用

地
区

域
へ

の
編

入
促

進
や

除
外

の
抑

制
を

図
る

な
ど

の
計

画
的

な
土

地
利

用
の

推
進

等
に

よ
り

農
用

地
区

域
内

農
地

面
積

の
確

保
に

寄
与

す
る

。
【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

本
交

付
金

に
お

い
て

、
生

産
基

盤
の

総
合

的
・
一

体
的

な
整

備
や

農
村

地
域

が
一

体
と

な
っ

て
取

り
組

む
遊

休
農

地
の

土
地

条
件

、
荒

廃
状

況
等

の
実

態
調

査
、

遊
休

農
地

解
消

の
た

め
の

地
域

の
合

意
形

成
及

び
土

地
条

件
整

備
等

を
支

援
す

る
も

の
で

あ
り

、
農

用
地

区
域

内
に

お
け

る
荒

廃
し

た
耕

作
放

棄
地

の
解

消
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

本
交

付
金

に
お

い
て

、
農

地
の

高
度

利
用

の
た

め
の

生
産

基
盤

の
総

合
的

・
一

体
的

な
整

備
を

支
援

す
る

も
の

で
あ

り
、

同
時

に
行

う
換

地
や

利
用

権
設

定
に

よ
り

農
地

流
動

化
を

図
り

、
目

標
で

あ
る

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

2
3
3

　
荒

廃
農

地
を

再
生

利
用

す
る

農
業

者
等

の
取

組
を

支
援

。
　

本
交

付
金

は
、

地
方

単
独

事
業

と
効

果
的

に
協

調
す

る
こ

と
に

よ
り

、
地

域
の

取
組

の
中

核
的

な
役

割
を

担
う

事
業

と
し

て
耕

作
放

棄
地

の
解

消
に

寄
与

す
る

。

1
,0

7
9

　
広

範
な

農
地

の
排

水
対

策
や

大
区

画
化

、
農

業
水

利
施

設
の

整
備

等
の

農
業

生
産

基
盤

の
整

備
を

行
う

。
【
(２

)-
①

と
の

関
連

】
　

耕
作

放
棄

地
を

含
む

農
地

の
基

盤
整

備
と

一
体

的
に

行
う

換
地

や
利

用
権

設
定

に
よ

り
、

耕
作

放
棄

地
の

解
消

に
寄

与
す

る
。

【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
業

生
産

基
盤

の
整

備
と

一
体

的
に

行
う

換
地

や
利

用
権

設
定

に
よ

り
、

農
地

の
流

動
化

が
図

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-
　

都
道

府
県

段
階

に
公

的
な

農
地

の
中

間
的

受
け

皿
で

あ
る

農
地

中
間

管
理

機
構

を
整

備
し

、
機

構
が

農
地

を
借

り
受

け
、

担
い

手
の

規
模

拡
大

や
農

地
の

集
約

化
の

意
向

に
配

慮
し

て
転

貸
す

る
こ

と
で

、
担

い
手

へ
の

農
地

の
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

21
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 6
－

5

(2
1
)

農
山

漁
村

地
域

整
備

交
付

金
（
平

成
2
2
年

度
）

（
関

連
：
2
6
-
7
、

1
1
、

1
2
、

1
7
、

1
9
）

7
8
,5

8
5

の
内

数
(7

7
,1

0
6

の
内

数
）

1
7
,9

9
2

の
内

数
(1

7
,2

3
7

の
内

数
）

1
9
0
,4

1
9

の
内

数
(３

)-
①

-
(イ

)
0
1
0
7

(2
2
)

農
家

負
担

金
軽

減
支

援
対

策
事

業
（
平

成
2
1
年

度
）

（
主

）

8
,8

6
4

(6
,7

8
3
)

7
,9

8
2

(7
,2

6
2
)

6
,2

5
4

(３
)-

①
-
(イ

)
0
1
0
5

(2
3
)

農
業

競
争

力
強

化
基

盤
整

備
事

業
（
平

成
2
4
年

度
）

（
関

連
：
2
6
-
7
）

-
0

(0
)

7
1
,1

7
7

(３
)-

①
-
(イ

)
0
1
1
6

(2
4
)

交
換

処
分

等
に

伴
い

資
産

を
取

得
し

た
場

合
の

課
税

の
特

例
［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
3
条

の
2
、

第
6
5
条

、
第

6
8
条

の
7
2
］

（
昭

和
2
6
年

度
）

0
（
3
）

3
（
0
）

0
(１

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(2
5
)

収
用

交
換

等
の

場
合

の
譲

渡
所

得
等

の
特

別
控

除
［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
3
条

の
4
、

第
6
5
条

の
2
、

第
6
8
条

の
7
3
］

（
昭

和
3
8
年

度
）

6
0
3

（
6
7
1
）

6
7
1

（
6
8
4
）

6
8
4

(１
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(2
6
)

特
定

住
宅

地
造

成
事

業
等

（
農

地
中

間
管

理
機

構
等

へ
の

買
い

取
り

）
の

た
め

に
土

地
等

を
譲

渡
し

た
場

合
の

譲
渡

所
得

の
特

別
控

除
［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
4
条

の
２

第
２

項
第

2
5

号
、

第
6
5
条

の
４

第
１

項
第

2
5
号

、
第

6
8

条
の

7
5
］

（
昭

和
4
2
年

度
）

1
,5

0
9

（
1
,3

2
2
）

1
,5

0
9

1
,5

0
9

(１
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(2
7
)

農
地

保
有

の
合

理
化

等
の

た
め

に
農

地
等

を
譲

渡
し

た
場

合
の

譲
渡

所
得

の
特

別
控

除
［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
4
条

の
３

、
第

6
5
条

の
５

、
第

6
8
条

の
7
6
］

（
昭

和
4
5
年

度
）

1
5
,7

3
0

（
1
2
,3

5
2
）

1
5
,7

3
0

1
5
,7

3
0

(１
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(2
8
)

特
定

の
交

換
分

合
に

よ
り

土
地

等
を

取
得

し
た

場
合

の
譲

渡
所

得
の

課
税

の
特

例
［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
7
条

の
6
、

第
6
5
条

の
1
0
、

第
6
8
条

の
8
1
］

（
昭

和
6
0
年

度
）

0
（
0
）

0
（
0
）

0
(１

)-
①

-
(ア

)
－

-

・
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

に
規

定
す

る
農

業
委

員
会

の
あ

っ
せ

ん
等

に
よ

り
農

地
等

を
譲

渡
し

た
場

合
に

は
、

8
0
0
万

円
ま

で
の

譲
渡

所
得

に
つ

い
て

特
別

控
除

・
農

地
中

間
管

理
機

構
等

の
行

う
農

地
売

買
等

事
業

に
よ

り
、

農
用

地
区

域
内

に
あ

る
農

地
等

又
は

こ
れ

ら
の

土
地

の
上

に
存

す
る

権
利

を
譲

渡
し

た
場

合
に

は
、

8
0
0
万

円
ま

で
の

譲
渡

所
得

に
つ

い
て

特
別

控
除

・
個

人
が

土
地

改
良

法
に

よ
る

換
地

処
分

に
お

い
て

、
創

設
換

地
の

用
に

供
す

る
た

め
の

不
換

地
・
特

別
減

歩
に

よ
り

清
算

金
を

取
得

し
た

場
合

に
は

、
8
0
0

万
円

ま
で

の
譲

渡
所

得
に

つ
い

て
特

別
控

除
等

。
【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
振

法
第

８
条

に
基

づ
く

、
市

町
村

が
定

め
る

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
達

成
に

資
す

る
た

め
、

農
振

法
第

２
３

条
に

規
定

す
る

農
業

委
員

会
の

あ
っ

せ
ん

等
を

行
う

も
の

。
　

当
該

あ
っ

せ
ん

等
に

お
い

て
、

土
地

の
譲

渡
に

伴
う

税
の

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と
に

よ
り

、
経

営
規

模
の

拡
大

、
優

良
農

地
の

確
保

等
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
等

に
よ

る
譲

渡
に

対
し

て
、

そ
の

譲
渡

所
得

（
譲

渡
利

益
）
を

軽
減

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
個

人
又

は
法

人
の

有
す

る
土

地
等

で
、

一
定

の
要

件
の

下
で

交
換

・
分

合
を

し
た

場
合

、
そ

の
譲

渡
所

得
金

額
を

必
要

経
費

算
入

又
は

損
金

算
入

。
　

当
該

課
税

特
例

は
、

農
振

法
第

１
３

条
の

２
第

２
項

に
基

づ
く

交
換

分
合

を
実

施
し

た
場

合
に

措
置

さ
れ

る
も

の
。

　
当

該
課

税
特

例
に

お
い

て
、

市
町

村
が

定
め

る
交

換
分

合
計

画
に

基
づ

き
、

土
地

の
権

利
の

移
転

等
を

行
う

土
地

の
所

有
者

の
負

担
を

軽
減

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

土
地

の
権

利
移

転
に

か
か

る
合

意
形

成
等

が
促

進
さ

れ
、

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

で
定

め
た

農
用

地
区

域
内

農
地

（
優

良
農

地
）
の

確
保

と
有

効
利

用
に

寄
与

す
る

。

-

　
個

人
又

は
法

人
の

有
す

る
資

産
（
棚

卸
資

産
を

除
く

。
）
で

、
法

令
の

規
定

に
基

づ
い

て
、

強
制

的
に

交
換

処
分

等
を

し
た

場
合

は
、

譲
渡

所
得

金
額

を
必

要
経

費
算

入
又

は
損

金
算

入
。

【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

当
該

課
税

特
例

は
、

農
振

法
第

１
３

条
の

２
第

１
項

に
基

づ
く

交
換

分
合

を
実

施
し

た
場

合
に

措
置

さ
れ

る
も

の
。

　
当

該
課

税
特

例
に

お
い

て
、

市
町

村
が

定
め

る
交

換
分

合
計

画
に

基
づ

き
、

土
地

の
権

利
の

移
転

等
を

行
う

土
地

の
所

有
者

の
負

担
を

軽
減

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

土
地

の
権

利
移

転
に

か
か

る
合

意
形

成
等

が
促

進
さ

れ
、

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

で
定

め
た

農
用

地
区

域
内

農
地

（
優

良
農

地
）
の

確
保

と
有

効
利

用
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

土
地

改
良

法
に

よ
る

交
換

分
合

は
地

区
全

体
で

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本

措
置

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

対
象

地
区

全
体

の
交

換
分

合
の

円
滑

な
実

施
が

図
ら

れ
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
個

人
又

は
法

人
の

有
す

る
資

産
（
棚

卸
資

産
を

除
く

。
）
で

、
法

令
の

規
定

に
基

づ
い

て
、

強
制

的
に

譲
渡

又
は

換
地

を
し

た
場

合
、

そ
の

譲
渡

所
得

金
額

か
ら

5
,0

0
0
万

円
を

控
除

。
【
(１

)-
①

と
の

関
連

】
　

当
該

課
税

特
例

は
、

農
振

法
第

１
３

条
の

２
第

１
項

に
基

づ
く

交
換

分
合

を
実

施
し

た
場

合
に

措
置

さ
れ

る
も

の
。

　
当

該
課

税
特

例
に

お
い

て
、

市
町

村
が

定
め

る
交

換
分

合
計

画
に

基
づ

き
、

土
地

の
権

利
の

移
転

等
を

行
う

土
地

の
所

有
者

の
負

担
を

軽
減

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

土
地

の
権

利
移

転
に

か
か

る
合

意
形

成
等

が
促

進
さ

れ
、

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

で
定

め
た

農
用

地
区

域
内

農
地

（
優

良
農

地
）
の

確
保

と
有

効
利

用
に

寄
与

す
る

。
【
(３

)-
①

と
の

関
連

】
　

土
地

改
良

法
に

よ
る

換
地

処
分

又
は

交
換

分
合

は
地

区
全

体
で

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本

措
置

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

対
象

地
区

全
体

の
換

地
処

分
や

交
換

分
合

の
円

滑
な

実
施

が
図

ら
れ

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
農

用
地

区
域

内
に

あ
る

農
用

地
が

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
の

協
議

に
基

づ
い

て
農

地
中

間
管

理
機

構
等

に
買

い
取

ら
れ

る
場

合
に

は
、

1
,5

0
0
万

円
ま

で
の

譲
渡

所
得

に
つ

い
て

特
別

控
除

。
　

買
入

協
議

に
よ

っ
て

農
地

中
間

管
理

機
構

又
は

農
地

利
用

集
積

円
滑

化
団

体
に

農
地

を
売

り
渡

す
こ

と
と

な
っ

た
農

地
所

有
者

の
譲

渡
所

得
の

特
別

控
除

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
、

農
地

中
間

管
理

機
構

等
が

優
良

農
地

を
確

保
し

や
す

く
な

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

れ
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

9
1
,7

0
6

の
内

数

　
自

治
体

が
農

山
漁

村
地

域
ニ

ー
ズ

に
あ

っ
た

計
画

を
自

ら
策

定
し

、
農

山
漁

村
地

域
の

防
災

力
の

向
上

、
農

林
水

産
業

の
基

盤
整

備
の

推
進

を
交

付
金

に
よ

り
支

援
。

　
本

交
付

金
の

事
業

内
容

に
お

い
て

、
農

地
の

大
区

画
化

や
排

水
対

策
、

農
業

水
利

施
設

の
整

備
等

を
一

体
的

に
推

進
す

る
と

と
も

に
、

農
地

集
積

に
よ

る
大

規
模

な
経

営
体

の
育

成
を

推
進

し
、

農
業

生
産

基
盤

の
整

備
と

一
体

的
に

農
地

集
積

が
進

展
す

る
こ

と
か

ら
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

6
,2

5
4

　
土

地
改

良
事

業
の

円
滑

な
推

進
を

図
る

た
め

、
事

業
を

契
機

と
し

た
意

欲
と

能
力

の
あ

る
経

営
体

の
農

地
集

積
等

に
取

り
組

む
地

域
に

対
し

、
農

家
の

負
担

金
の

軽
減

と
計

画
償

還
の

一
層

の
推

進
を

支
援

。
　

一
定

以
上

の
農

用
地

の
利

用
集

積
を

図
る

地
域

や
土

地
改

良
事

業
の

負
担

金
の

償
還

が
困

難
な

土
地

改
良

地
区

を
対

象
に

、
無

利
子

貸
付

や
利

子
助

成
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

土
地

改
良

事
業

実
施

地
区

に
お

け
る

負
担

金
を

軽
減

す
る

こ
と

と
あ

わ
せ

て
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

4
1
,8

3
6

　
農

地
の

大
区

画
化

や
排

水
対

策
、

農
業

水
利

施
設

の
整

備
等

の
一

体
的

な
推

進
や

、
畦

畔
除

去
等

の
簡

易
な

農
地

整
備

、
老

朽
化

し
た

農
業

水
利

施
設

の
補

修
・
更

新
な

ど
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
き

め
細

や
か

な
整

備
の

推
進

を
支

援
。

　
農

業
生

産
基

盤
の

整
備

と
一

体
的

に
行

う
換

地
や

利
用

権
設

定
に

よ
り

、
農

地
の

流
動

化
が

図
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

22
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 6
－

6

(2
9
)

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
の

規
定

に
よ

る
交

換
分

合
に

よ
り

農
業

振
興

地
域

内
に

あ
る

土
地

を
取

得
し

た
場

合
の

課
税

標
準

の
特

例
［
不

動
産

取
得

税
：
地

方
税

法
第

7
3
条

の
1
4
］

（
昭

和
5
0
年

度
）

0
（
0
）

0
（
0
）

0
(１

)-
①

-
(ア

)
－

(3
0
)

特
定

の
事

業
用

資
産

の
買

換
え

・
交

換
の

場
合

の
課

税
の

特
例

［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
7
条

、
第

3
7

条
の

4
、

第
6
5
条

の
7
、

第
6
5
条

の
8
、

第
6
5
条

の
9
、

第
6
8
条

の
7
8
、

第
6
8
条

の
7
9
、

第
6
8
条

の
8
0
］

（
昭

和
4
4
年

度
）

1
4
4

（
1
4
5
）

1
4
4

1
4
4

(３
)-

①
-
(ア

)
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(3
1
)

農
地

等
を

贈
与

し
た

場
合

の
贈

与
税

の
納

税
猶

予
［
贈

与
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
7
0
条

の
4
］

（
昭

和
3
9
年

度
）

1
,9

0
6

（
8
4
6
）

1
,9

0
6

（
5
5
0
）

1
,9

0
6

(３
)-

①
-
(ア

)
－

(3
2
)

農
地

等
に

つ
い

て
の

相
続

税
の

納
税

猶
予

等
［
相

続
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
7
0
条

の
6
］

（
昭

和
5
0
年

度
）

5
8
,4

5
1

の
内

数
（
5
1
,1

6
5
）

5
6
,1

7
9

の
内

数
（
5
3
,5

5
1
）

5
6
,1

7
9

の
内

数
(３

)-
①

-
(ア

)
－

(3
3
)

相
続

税
の

納
税

猶
予

を
適

用
し

て
い

る
場

合
の

特
定

貸
付

け
の

特
例

［
相

続
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
7
0
条

の
6
の

2
］

（
平

成
2
1
年

度
）

5
8
,4

5
1

の
内

数
（
5
1
,1

6
5
）

5
6
,1

7
9

の
内

数

5
6
,1

7
9

の
内

数
(３

)-
①

-
(ア

)
－

(3
4
)

特
定

貸
付

け
を

行
っ

た
農

地
又

は
採

草
放

牧
地

に
つ

い
て

の
相

続
税

の
課

税
の

特
例

［
相

続
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
7
0
条

の
6
の

3
］

（
平

成
2
1
年

度
）

5
8
,4

5
1

の
内

数
（
5
1
,1

6
5
）

5
6
,1

7
9

の
内

数
5
6
,1

7
9

の
内

数
(３

)-
①

-
(ア

)
－

(3
5
)

利
用

権
設

定
等

促
進

事
業

に
よ

り
農

用
地

等
を

取
得

し
た

場
合

の
所

有
権

の
移

転
登

記
の

税
率

の
軽

減
［
登

録
免

許
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
7
7
条

］
（
昭

和
5
6
年

度
）

5
7

（
2
9
）

5
7

（
3
2
）

5
7

(３
)-

①
-
(ア

)
－

(3
6
)

農
地

中
間

管
理

事
業

等
に

係
る

農
地

の
取

得
に

対
し

て
課

す
る

不
動

産
取

得
税

の
納

税
義

務
の

免
除

等
［
不

動
産

取
得

税
：
地

方
税

法
第

7
3
条

の
2
7
の

5
］

（
昭

和
4
6
年

度
）

3
0

（
2
1
）

3
0

3
0

(３
)-

①
-
(ア

)
－

(3
7
)

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
の

規
定

に
よ

る
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
基

づ
き

農
用

地
区

域
内

の
土

地
を

取
得

し
た

場
合

の
課

税
標

準
の

特
例

［
不

動
産

取
得

税
：
地

方
税

法
附

則
第

1
1
条

第
1
項

］
（
昭

和
5
6
年

度
）

8
5

（
6
1
）

6
1

6
1

(３
)-

①
-
(ア

)
－

(3
8
)

贈
与

税
納

税
猶

予
の

適
用

農
地

等
の

取
得

に
係

る
特

例
措

置
[不

動
産

取
得

税
：

地
方

税
法

附
則

第
1
2
条

]
（
昭

和
4
1
年

度
）

1
8

（
1
5
）

1
8

1
8

(３
)-

①
-
(ア

)
－

-

　
農

地
中

間
管

理
機

構
又

は
農

地
利

用
集

積
円

滑
化

団
体

が
農

用
地

区
域

内
の

農
地

等
又

は
開

発
し

て
農

地
と

す
る

こ
と

が
適

当
な

土
地

を
取

得
し

、
５

年
以

内
（
５

年
以

内
に

土
地

改
良

事
業

等
が

開
始

さ
れ

、
事

業
の

完
了

の
日

が
５

年
を

超
え

る
と

き
は

、
そ

の
完

了
の

日
か

ら
１

年
以

内
）
に

売
渡

し
又

は
交

換
し

た
と

き
は

、
納

税
義

務
を

免
除

。
　

農
地

中
間

管
理

機
構

又
は

農
地

利
用

集
積

円
滑

化
団

体
が

農
地

を
取

得
す

る
際

の
不

動
産

取
得

税
の

納
税

義
務

を
免

除
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

農
地

中
間

管
理

機
構

等
が

優
良

農
地

を
確

保
し

や
す

く
な

り
、

そ
れ

に
よ

り
、

地
域

の
中

心
と

な
る

経
営

対
へ

の
農

地
集

積
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

-

　
農

用
地

区
域

内
の

土
地

を
取

得
し

た
場

合
に

は
、

取
得

価
格

の
1
/
3
相

当
額

を
控

除
（
交

換
に

よ
る

取
得

の
場

合
に

は
、

失
っ

た
土

地
の

価
格

又
は

取
得

価
格

の
1
/
3
相

当
額

の
い

ず
れ

か
多

い
額

）
。

　
地

域
の

中
心

と
な

る
経

営
体

へ
の

農
地

の
利

用
集

積
を

誘
導

す
る

利
用

権
設

定
等

促
進

事
業

に
よ

る
譲

渡
に

対
し

て
、

不
動

産
取

得
税

を
軽

減
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
贈

与
税

の
納

税
猶

予
の

適
用

者
が

取
得

し
た

農
地

、
採

草
放

牧
地

及
び

準
農

地
に

つ
い

て
は

、
そ

の
徴

収
が

猶
予

さ
れ

、
当

該
贈

与
者

又
は

受
贈

者
が

死
亡

し
た

と
き

は
、

納
税

義
務

が
免

除
さ

れ
る

。
　

農
地

の
生

前
一

括
贈

与
を

政
策

的
に

誘
導

す
る

こ
と

は
、

当
該

贈
与

を
通

じ
た

農
業

経
営

の
承

継
が

早
期

に
実

現
し

、
農

業
後

継
者

の
確

保
・
育

成
に

資
す

る
こ

と
と

な
る

と
と

も
に

、
民

法
の

均
分

相
続

に
よ

る
農

地
の

細
分

化
を

確
実

に
防

止
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

り
、

こ
の

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
相

続
税

の
納

税
猶

予
の

適
用

を
受

け
て

い
る

農
業

相
続

人
が

、
当

納
税

猶
予

の
適

用
を

受
け

て
い

る
市

街
化

区
域

以
外

の
農

地
に

つ
い

て
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

に
基

づ
き

貸
し

付
け

た
場

合
に

は
、

そ
の

貸
付

け
は

な
か

っ
た

も
の

と
み

な
し

、
納

税
猶

予
を

継
続

す
る

。
　

相
続

税
の

納
税

猶
予

の
適

用
対

象
農

地
に

つ
い

て
、

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
等

に
基

づ
く

貸
付

け
を

行
っ

た
場

合
に

つ
い

て
も

当
該

猶
予

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

農
業

経
営

基
盤

の
強

化
を

計
画

的
に

促
進

す
る

た
め

に
市

町
村

が
定

め
た

基
本

構
想

に
即

し
た

農
地

の
利

用
集

積
を

円
滑

に
促

進
す

る
こ

と
が

可
能

に
な

る
こ

と
か

ら
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

等
に

基
づ

き
貸

し
付

け
ら

れ
た

農
地

等
を

相
続

等
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

農
地

等
は

被
相

続
人

が
そ

の
死

亡
の

日
ま

で
農

業
の

用
に

供
し

て
い

た
も

の
と

み
な

し
、

相
続

税
の

納
税

猶
予

の
適

用
対

象
と

す
る

。
　

相
続

税
の

納
税

猶
予

の
適

用
対

象
農

地
に

つ
い

て
、

現
に

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
等

に
基

づ
く

貸
付

け
が

行
わ

れ
、

又
は

相
続

に
伴

い
当

該
貸

付
が

行
わ

れ
た

場
合

に
つ

い
て

も
当

該
猶

予
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
農

業
経

営
基

盤
の

強
化

を
計

画
的

に
促

進
す

る
た

め
に

市
町

村
が

定
め

た
基

本
構

想
に

即
し

た
農

地
の

利
用

集
積

を
円

滑
に

促
進

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

こ
と

か
ら

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-
　

利
用

権
設

定
等

促
進

事
業

に
よ

り
農

用
地

等
を

取
得

し
た

場
合

の
所

有
権

の
移

転
登

記
の

税
率

の
軽

減
（
2
0
/
1
,0

0
0
→

 8
/
1
,0

0
0
）
。

　
意

欲
あ

る
多

様
な

農
業

者
へ

の
農

地
の

利
用

集
積

を
誘

導
す

る
利

用
権

設
定

等
促

進
事

業
に

よ
る

譲
渡

に
対

し
て

、
登

録
免

許
税

を
軽

減
す

る
こ

と
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
農

用
地

区
域

内
の

土
地

等
を

譲
渡

し
た

者
が

、
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

に
規

定
す

る
農

用
地

利
用

集
積

計
画

に
よ

り
農

用
地

区
域

内
の

土
地

等
を

取
得

す
る

場
合

に
、

次
の

と
お

り
課

税
　

な
ど

・
収

入
金

額
が

取
得

価
額

以
下

の
場

合
に

は
、

収
入

金
額

の
8
0
％

に
相

当
す

る
金

額
を

超
え

る
部

分
に

課
税

・
収

入
金

額
が

取
得

価
額

を
超

え
る

場
合

に
は

、
取

得
価

額
の

8
0
%
に

相
当

す
る

金
額

を
超

え
る

部
分

に
課

税
　

農
業

経
営

基
盤

の
強

化
等

を
図

る
た

め
に

経
営

地
を

営
農

適
地

に
移

転
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

新
た

な
担

税
力

が
生

じ
な

い
事

業
用

資
産

の
買

換
え

・
交

換
に

係
る

課
税

の
繰

延
べ

を
認

め
る

こ
と

で
、

買
換

資
産

の
縮

小
や

新
た

な
資

金
の

工
面

等
を

懸
念

す
る

こ
と

な
く

買
換

等
に

踏
み

切
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
農

業
を

営
む

個
人

が
、

そ
の

推
定

相
続

人
の

う
ち

の
1
人

に
一

括
し

て
農

地
の

全
部

等
を

贈
与

し
た

場
合

に
は

、
一

定
の

要
件

の
も

と
、

そ
の

年
分

の
贈

与
税

額
の

う
ち

農
地

等
の

価
額

に
対

応
す

る
部

分
の

税
額

が
猶

予
さ

れ
、

贈
与

者
又

は
受

贈
者

の
い

ず
れ

か
が

死
亡

し
た

と
き

に
免

除
さ

れ
る

。
　

農
地

の
生

前
一

括
贈

与
を

政
策

的
に

誘
導

す
る

こ
と

は
、

当
該

贈
与

を
通

じ
た

農
業

経
営

の
承

継
が

早
期

に
実

現
し

、
農

業
後

継
者

の
確

保
・
育

成
に

資
す

る
こ

と
と

な
る

と
と

も
に

、
民

法
の

均
分

相
続

に
よ

る
農

地
の

細
分

化
を

確
実

に
防

止
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

り
、

こ
の

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
相

続
人

が
、

農
業

を
営

ん
で

い
た

被
相

続
人

か
ら

相
続

又
は

遺
贈

に
よ

り
農

地
等

を
取

得
し

て
農

業
を

営
む

場
合

に
は

、
相

続
税

額
の

う
ち

当
該

農
地

等
の

価
額

の
農

業
投

資
価

格
を

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
は

、
一

定
の

要
件

の
も

と
納

税
が

猶
予

さ
れ

る
。

　
相

続
に

よ
っ

て
農

地
の

所
有

者
が

変
わ

っ
て

も
農

地
と

し
て

の
利

用
が

永
続

的
に

確
保

さ
れ

る
仕

組
み

を
講

じ
る

こ
と

に
よ

り
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・

集
約

化
の

推
進

に
寄

与
す

る
。

-

　
農

振
法

に
基

づ
く

、
交

換
分

合
に

よ
り

土
地

を
取

得
し

た
場

合
に

は
、

失
っ

た
土

地
の

価
格

又
は

取
得

価
格

の
1
/
3
相

当
額

の
い

ず
れ

か
多

い
額

を
土

地
の

価
格

か
ら

控
除

。
　

当
該

課
税

特
例

は
、

農
振

法
第

１
３

条
の

２
第

１
項

に
基

づ
く

交
換

分
合

を
実

施
し

た
場

合
に

措
置

さ
れ

る
も

の
。

　
当

該
課

税
特

例
に

お
い

て
、

市
町

村
が

定
め

る
交

換
分

合
計

画
に

基
づ

き
、

土
地

の
権

利
の

移
転

等
を

行
う

土
地

の
所

有
者

の
負

担
を

軽
減

す
る

こ
と

に
よ

り
、

当
該

土
地

の
権

利
移

転
に

か
か

る
合

意
形

成
等

が
促

進
さ

れ
、

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

で
定

め
た

農
用

地
区

域
内

農
地

（
優

良
農

地
）
の

確
保

と
有

効
利

用
に

寄
与

す
る

。
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 6
－

7

(3
9
)

収
用

等
に

伴
い

代
替

資
産

を
取

得
し

た
場

合
の

課
税

の
特

例
［
所

得
税

、
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
3
条

、
第

6
4

条
、

第
6
8
条

の
7
0
］

（
昭

和
2
6
年

度
）

4
8
3

（
5
1
3
）

5
1
3

（
6
1
1
）

6
1
1

(３
)-

①
-
(イ

)
－

(4
0
)

換
地

処
分

等
に

伴
い

資
産

を
取

得
し

た
場

合
の

課
税

の
特

例
［
所

得
税

・
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
3
3
条

の
3
、

第
6
5
条

、
第

6
8
条

の
7
2
］

（
昭

和
4
4
年

度
）

1
3
,6

0
5

（
8
,6

7
6
）

8
,6

7
6

（
1
0
,2

6
5
）

1
0
,2

6
5

(３
)-

①
-
(イ

)
－

(4
1
)

収
用

等
に

伴
い

特
別

勘
定

を
設

け
た

場
合

の
課

税
の

特
例

［
法

人
税

：
租

税
特

別
措

置
法

第
6
4
条

の
2
、

第
6
8
条

の
7
1
］

（
平

成
1
3
年

度
）

0
（
0
）

0
（
0
）

0
(３

)-
①

-
(イ

)
－

(4
2
)

土
地

改
良

法
の

規
定

に
よ

る
換

地
計

画
に

基
づ

き
創

設
農

用
地

換
地

を
取

得
し

た
場

合
の

課
税

標
準

の
特

例
[不

動
産

取
得

税
：
地

法
附

則
第

5
1
条

の
２

第
３

項
]

（
平

成
1
4
年

度
）

0
（
0
）

0
（
0
）

0
(３

)-
①

-
(イ

)
－

3
7
,2

9
4

<
1
1
1
,0

3
1
>

4
1
,1

6
3

<
2
0
8
,4

6
9
>

8
0
,3

2
4

<
2
8
6
,7

2
8
>

2
2
,9

0
8

<
1
0
8
,9

2
9
>

2
5
,0

1
6

<
4
8
,1

2
2
>

（
注

３
）
複

数
政

策
に

関
連

す
る

予
算

に
つ

い
て

は
、

＜
＞

外
書

き
で

記
載

し
て

い
る

。

（
注

１
）
「
予

算
額

計
」
欄

及
び

「
2
6
年

度
当

初
予

算
額

」
欄

に
つ

い
て

、
税

制
の

場
合

は
、

減
収

見
込

額
（
減

収
額

）
を

記
載

し
て

い
る

。

（
注

２
）
当

該
政

策
分

野
に

対
応

す
る

予
算

の
項

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

予
算

事
業

に
つ

い
て

は
、

「
政

策
手

段
」
の

欄
に

、
「
主

」
と

記
載

し
て

い
る

。
　

　
　

　
ま

た
、

予
算

事
業

が
複

数
の

政
策

分
野

に
関

係
す

る
場

合
に

は
、

「
政

策
手

段
」
の

欄
に

、
関

係
す

る
政

策
分

野
の

番
号

を
記

載
し

て
い

る
。

-

　
創

設
農

用
地

換
地

を
取

得
し

た
場

合
に

は
、

取
得

価
格

の
1
/
3
相

当
額

を
控

除
（
対

象
地

域
を

東
日

本
大

震
災

の
津

波
被

災
区

域
を

含
む

地
域

の
換

地
計

画
に

基
づ

き
取

得
す

る
創

設
農

用
地

換
地

に
限

定
。

）
　

換
地

処
分

は
地

区
全

体
で

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
り

、
本

措
置

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
対

象
地

区
全

体
の

換
地

処
分

の
円

滑
な

実
施

が
図

ら
れ

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

政
策

の
予

算
額

[百
万

円
]

5
0
, 5

0
9

<
1
4
0
,0

8
2
>

政
策

の
執

行
額

[百
万

円
]

-

　
個

人
又

は
法

人
の

有
す

る
資

産
（
棚

卸
資

産
を

除
く

。
）
で

、
法

令
の

規
定

に
基

づ
い

て
、

強
制

的
に

譲
渡

を
し

、
そ

の
譲

渡
代

金
で

も
っ

て
代

替
資

産
を

取
得

し
た

場
合

は
、

譲
渡

所
得

金
額

を
必

要
経

費
算

入
又

は
損

金
算

入
。

　
換

地
処

分
は

地
区

全
体

で
実

施
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

本
措

置
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
対

象
地

区
全

体
の

換
地

処
分

の
円

滑
な

実
施

が
図

ら
れ

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
個

人
の

有
す

る
資

産
で

、
法

令
の

規
定

に
基

づ
い

て
換

地
を

し
土

地
を

取
得

し
た

場
合

は
、

譲
渡

が
な

か
っ

た
も

の
と

み
な

し
、

法
人

の
有

す
る

資
産

で
、

法
令

の
規

定
に

基
づ

い
て

換
地

等
を

し
交

換
取

得
資

産
を

取
得

し
た

場
合

は
、

譲
渡

所
得

金
額

を
損

金
算

入
。

　
換

地
処

分
又

は
交

換
分

合
は

地
区

全
体

で
実

施
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

本
措

置
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
対

象
地

区
全

体
の

換
地

処
分

や
交

換
分

合
の

円
滑

な
実

施
が

図
ら

れ
、

担
い

手
へ

の
農

地
集

積
・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。

-

　
法

人
の

有
す

る
資

産
（
棚

卸
資

産
を

除
く

。
）
が

、
法

令
の

規
定

に
基

づ
い

て
、

強
制

的
に

収
用

等
さ

れ
た

場
合

、
そ

れ
に

替
わ

る
代

替
資

産
を

そ
の

収
用

等
の

あ
っ

た
日

を
含

む
事

業
年

度
に

取
得

で
き

な
か

っ
た

と
き

に
、

そ
の

収
用

等
に

係
る

差
益

金
相

当
額

を
特

別
勘

定
と

し
て

繰
り

延
べ

る
こ

と
を

認
め

、
代

替
資

産
を

取
得

し
た

と
き

は
圧

縮
記

帳
。

　
換

地
処

分
は

地
区

全
体

で
実

施
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
、

本
措

置
が

適
用

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

、
対

象
地

区
全

体
の

換
地

処
分

の
円

滑
な

実
施

が
図

ら
れ

、
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化

の
推

進
に

寄
与

す
る

。
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 6
参

考
－

1

農
地

中
間

管
理

機
構

  
 農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

1
0
1
号

）
第

２
条

第
４

項
に

規
定

す
る

農
地

中
間

管
理

機
構

で
、

同
法

第
２

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

農
用

地
の

利
用

の
効

率
化

及
び

高
度

化
を

促
進

す
る

農
地

中
間

管
理

事
業

を
行

う
法

人
。

指
標

（
ア

）

指
標

（
イ

）

注
４

土
地

改
良

長
期

計
画

　
 土

地
改

良
法

の
規

定
に

よ
り

、
土

地
改

良
事

業
の

計
画

的
な

実
施

に
資

す
る

た
め

、
食

料
・
農

業
・
農

村
政

策
審

議
会

の
意

見
を

聴
い

た
上

で
計

画
案

を
作

成
し

閣
議

決
定

。
計

画
期

間
は

、
５

年
を

一
期

と
し

て
、

土
地

改
良

事
業

の
実

施
の

目
標

及
び

事
業

量
を

決
定

。

達
成

度
合

（
％

）
＝

（
当

該
年

度
実

績
値

／
当

該
年

度
目

標
値

）
×

1
0
0

A
'ラ

ン
ク

：
1
5
0
％

超
、

Ａ
ラ

ン
ク

：
9
0
％

以
上

1
5
0
％

以
下

、
Ｂ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

以
上

9
0
％

未
満

、
Ｃ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

未
満

達
成

度
合

（
％

）
＝

（
当

該
年

度
実

績
値

／
当

該
年

度
目

標
値

）
×

1
0
0

A
'ラ

ン
ク

：
1
5
0
％

超
、

Ａ
ラ

ン
ク

：
9
0
％

以
上

1
5
0
％

以
下

、
Ｂ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

以
上

9
0
％

未
満

、
Ｃ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

未
満

指
標

（
ア

）

　
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
き

、
今

後
相

当
長

期
に

わ
た

り
総

合
的

に
農

業
振

興
を

図
る

べ
き

地
域

と
し

て
都

道
府

県
知

事
が

指
定

す
る

地
域

。

施
策

（
３

）
目

標
①

優
良

農
地

　
集

団
的

な
農

地
（
効

率
的

な
農

作
業

が
可

能
な

1
0
h
a以

上
の

団
地

規
模

を
も

っ
た

農
地

。
）
や

農
業

用
用

排
水

施
設

の
整

備
、

区
画

整
理

等
農

業
生

産
基

盤
整

備
事

業
の

実
施

に
よ

り
農

業
生

産
性

が
向

上
し

た
農

地
な

ど
良

好
な

営
農

条
件

を
備

え
た

農
地

。

把
握

の
方

法
農

業
構

造
動

態
調

査
（
農

林
水

産
省

統
計

調
査

）
及

び
経

営
局

調
査

に
よ

り
把

握
。

達
成

度
合

の
判

定
方

法
達

成
度

合
（
％

）
＝

（
当

該
年

度
実

績
値

／
当

該
年

度
目

標
値

）
×

1
0
0

Ａ
'ラ

ン
ク

:1
5
0
％

超
、

Ａ
ラ

ン
ク

：
9
0
％

以
上

1
5
0
％

以
下

、
Ｂ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

以
上

9
0
％

未
満

、
Ｃ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

未
満

注
２

把
握

の
方

法
農

村
振

興
局

調
査

に
よ

り
把

握
。

達
成

度
合

の
判

定
方

法

注
８

農
業

生
産

基
盤

整
備

　
水

田
や

畑
の

土
地

及
び

労
働

生
産

性
等

の
向

上
を

目
的

と
し

た
農

地
基

盤
の

整
備

。

２
．

用
語

解
説

注
１

農
用

地
区

域
　

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
、

農
業

振
興

地
域

内
に

お
い

て
今

後
相

当
長

期
に

わ
た

り
農

業
上

の
利

用
を

確
保

す
べ

き
土

地
と

し
て

市
町

村
が

農
振

整
備

計
画

で
定

め
た

優
良

農
地

等
の

区
域

。

注
３

農
業

振
興

地
域

注
６

荒
廃

農
地

　
現

に
耕

作
に

供
さ

れ
て

お
ら

ず
、

耕
作

の
放

棄
に

よ
り

荒
廃

し
、

通
常

の
農

作
業

で
は

作
物

の
栽

培
が

客
観

的
に

不
可

能
と

な
っ

て
い

る
農

地
。

平
成

2
3
年

の
荒

廃
農

地
に

関
す

る
調

査
に

お
い

て
、

2
7
.8

万
h
a（

再
生

利
用

可
能

1
4
.8

万
h
a、

再
生

利
用

困
難

1
3
.0

万
h
a）

。

注
５

耕
作

放
棄

地
　

以
前

耕
作

し
て

い
た

土
地

で
、

過
去

１
年

以
上

作
物

を
作

付
け

せ
ず

、
こ

の
数

年
の

間
に

再
び

作
付

け
す

る
考

え
の

な
い

土
地

（
農

家
の

自
己

申
告

）
。

2
0
1
0
年

農
林

業
セ

ン
サ

ス
に

お
い

て
、

3
9
.6

万
h
a。

注
７

参
考

資
料

１
．

各
指

標
に

お
け

る
実

績
値

の
把

握
方

法
及

び
達

成
度

合
の

判
定

方
法

指
標

（
ア

）

把
握

の
方

法

目
標

①

施
策

（
２

）
目

標
①

農
村

振
興

局
調

査
に

よ
り

把
握

。

把
握

の
方

法
農

村
振

興
局

調
査

に
よ

り
把

握
。

施
策

（
１

）

達
成

度
合

の
判

定
方

法
達

成
度

合
（
％

）
＝

（
当

該
年

度
実

績
値

／
当

該
年

度
目

標
値

）
×

1
0
0

A
'ラ

ン
ク

：
1
5
0
％

超
、

Ａ
ラ

ン
ク

：
9
0
％

以
上

1
5
0
％

以
下

、
Ｂ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

以
上

9
0
％

未
満

、
Ｃ

ラ
ン

ク
：
5
0
％

未
満

達
成

度
合

の
判

定
方

法
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